令和7年度 障害児通所支援事業所 安全計画書


1. 基本事項
· 事業所名:ここてらす
· 管理者名:大杉祥恵
· 計画期間: 令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日
· 基本方針: 児童の安全確保を最優先し、全職員が危機管理意識を共有する。事故発生時には迅速に恵庭市および関係機関と連携し、被害の最小化と再発防止に努める。 



2. 安全点検（各マニュアル・チェックリストの活用）
恵庭市の事業所指針に基づき、以下の点検を定期的かつ組織的に実施する。 
	点検対象 
	実施内容
	頻度
	担当

	施設・設備
	遊具の摩耗、備品の転倒防止、火災報知器の動作
	月1回
	施設担当

	事業所外環境
	散歩コースの危険箇所、近隣公園の設備、緊急避難先
	適宜
	支援員

	送迎車両
	置き去り防止安全装置の作動、チャイルドシート
	運行毎
	運転手

	衛生管理
	感染症対策、手指消毒液の補充、室温・湿度管理
	毎日
	全職員



3. 児童および保護者に対する安全指導
· 児童への指導:
· 事業所内での生活ルール（走らない、道具の片付け等）。
· 交通安全指導（恵庭市内の散歩や戸外活動時）。
· 災害・不審者発生時の対応練習。
· 保護者への周知:
· 安全計画を事業所内に掲示し、入所説明時および公式HPで共有する。
· 事故・ヒヤリハット事例およびその改善策のフィードバック。 
4. 訓練および研修計画
· 避難訓練: 年２回実施。地震、火災、不審者、大雪・洪水（恵庭市のハザードマップに対応）など想定を変えて実施する。
· 職員研修:
· リスクマネジメント研修（年1回以上）。
· 身体拘束・虐待防止研修 
· 事業継続計画　（災害・感染症）　見直しを含む
5. 事故発生時の報告体制
事故発生時は、恵庭市の事故等発生報告書に基づき以下の体制で報告を行う。 
1. 応急処置・救急要請: 直ちに負傷児童の安全確保と手当てを行う。
2. 保護者連絡: 速やかに事実経過を説明し、状況を報告する。
3. 恵庭市への報告:
3. 窓口: 恵庭市役所 子ども未来部 幼児保育課
3. 期限: 直ちに第1報（電話等）、その後速やかに書面による報告を行う。
1. 再発防止: 原因を分析し、全職員で共有。改善策を本計画に即時反映させる。
